
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5 両立支援・子育て支援  

5-1 ６歳未満児のいる夫婦 

１日あたり家事・育児関連時間（富山・全国） 

資料：「社会生活基本調査（2021）より作成 

注 数値は「夫婦と子どもの世帯」に限定した妻、夫の「家事」「介護・看護」「育児」及び「買い物」の合計時間  

妻 夫 

６歳未満児のいる夫婦の家事・育児時間を比較すると、男性の労働時間の影響もあり、妻に比べて夫が非

常に短くなっています。 

6:15

7:28

2:38

3:54

1:002:003:004:005:006:007:008:00

家事関連時間全体 うち育児時間

1:44

1:54

1:00

1:05

1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00

家事関連時間全体 うち育児時間

富山県 

全国 



 

 

 

  

女 性（％） 

 

男 性 （％） 

年度 富山県 全国 年度 富山県 全国 

2010 91.6 83.7 2010 1.1 1.38 

2015 94.9 81.5 2015 3.8 2.65 

2016 96.4 81.8 2016 5.8 3.16 

2017 98.1 83.2 2017 2.8 5.14 

2018 98.2 82.2 2018 3.9 6.16 

2019 98.2 83.0 2019 3.0 7.48 

2020 99.0 81.6 2020 8.1 12.65 

2021 98.8 85.1 2021 8.8 13.97 

2022 98.6 80.2 2022 15.6 17.13 

2023 98.9 84.1 2023 33.9 30.1 

2024 96.6 86.6  2024 54.5 40.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★5-２ 育児休暇の取得状況 
 

資料：富山県労働政策課「賃金等労働条件実態調査報告書」 

厚生労働省「女性雇用管理基本調査」「雇用均等基本調査」 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-3 仕事と子育ての両立支援 
 

資料：「仕事と子育ての両立に関する意識調査報告書」（2023 年度） 

富山県 知事政策局働き方改革・女性活躍推進室少子化対策・働き方改革推進課）より 

 

①  企業における仕事と子育ての両立支援について（富山県） 

①  

②  男性は育児休業を取得したいか（配偶者に取得してもらいたいか）（富山県） 

②  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2019

2023

69.2

69.6

15.5

11.5

19.1

17.2

0.8

1.2

1.6

0.5

制度が整っており、実際に利用されている 制度は整っているが、あまり利用されていない

制度は整っていないが、柔軟に対応している 制度も柔軟な対応もない

無回答

N＝425 

N＝367 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性（2023）

女性（2023）

41.2

29.8

39.6

42.4

13.3

17.6

5.9

8.7 1.6

そう思う どちらかというとそう思う どちらかというとそう思わない そう思わない 無回答

N＝507 

N＝376 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

22 38 36 40 27 32 33 40 41 29 

 

 

 

68

46.6

37.6

36.5

34.8

20.7

19.8

16.2

1.6

1.9

59.4

38.1

38.4

22.6

37.9

6

12.3

15.8

1.6

5.4

0 20 40 60 80

育児休業を取得しても業務の支障の生じないような人

員配置、業務分担

職場の「同僚」の理解

職場の「上司」の理解

育児休業期間中の所得保障（賃金の一部支給など）

男性の育児参加を進める社会的機運の醸成

制度の内容の充実、手続きの簡略化

制度の内容、手続きの周知

昇給・昇格に不利益とならない評価制度

その他

無回答

2019 2023

 

複数回答 

③  男性の育児休業取得を促進するため、企業として重要だと思うもの（富山県） 

③  

★5-4 休業介護制度の利用状況（富山県） 

人 

資料：富山県労働政策課「賃金等労働条件実態調査報告書」 

 

年 

Ｎ＝367  Ｎ＝425  


